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            第３回美里町学校教育環境審議会 

                                            

 日  時  平成２４年１１月２９日（木曜日）午後２時開議 

 場  所  美里町役場南郷庁舎２０２会議室 

                                            

     出席委員（９名） 

 委員長    髙 橋 直 見 君 

副委員長   木 村 強 一 君 

 委  員   尾 形 剛 志 君     日 向 敏 男 君 

        荒 川   繁 君     長 澤   学 君 

        曽 根 昭 夫 君     勝 又 治 子 君 

        齋 藤 亮 一 君 

                                            

     欠席委員（３名） 

        門 田 真 理 君     高 橋 康 博 君 

        佐 藤 忠 博 君 

                                            

教育委員会事務局職員出席者 

   教 育 委 員 会 委 員 長     佐々木 勝 男 君 

      教 育 長     佐々木 賢 治 君 

      教 育 総 務 課 長     大 友 義 孝 君 

      教 育 総 務 課 長 補 佐     寒河江 克 哉 君 

                                            

 議事日程 

 第１ 開 会 

 第２ 委員長あいさつ 

 第３ 報告事項 

    １）諮問事項の基本的な考え方について 

 第４ 協議事項 

    １）審議会の調査審議の進め方について 
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    ２）学校の適正規模について 

    ３）次回の審議会日程について 

 第５ その他 

 第６ 閉 会 
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     午後２時 開会 

                                            

     日程第１ 開 会 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 本日はまことにご苦労さまです。 

  11月の末になりました。初雪も観測されたようでございます。きょうはお寒い中、美里町学

校教育環境審議会に出席いただきまして誠にありがとうございます。 

  ただいまより第３回美里町学校教育環境審議会を開会させていただきます。 

                                            

     日程第２ 委員長あいさつ 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 開会に当たりまして、髙橋委員長からあいさつをよろし

くお願いいたします。 

○委員長（髙橋直見君） 何だか思い切り寒くなりまして、前回の第２回と比べると全く体感温

度が違うということを感じております。冬が足音を立てて近づいているというふうに思います。 

  きょうは第３回ということになりました。第１回目は辞令交付と審議会の設立の趣旨とか、

そういうことで大体時間が過ぎました。それから、第１回目では諮問を受けたわけですが、諮

問内容の説明などを踏まえまして、学校の適正規模というのは何だろうかというようなことで

一応勉強してみましょうと、最新の学説も踏まえて、私たち自身、適正規模というものの概念

をどういうふうにまとめていったらいいのかというふうなことで、第２回目は宮教大から本図

先生をお招きして講話をいただいたということでございます。この後は、本図先生のお話を話

題にすることもあるかと思いますが、結論を言いますと、学説でも、あるいはいろんなところ

でも定義としての適正規模というのは明確には定まっていないというお話でした。その地区の

実情に合わせて適正規模を考えるのがやはり望ましいのではないかということなど提言をいた

だいたということでございます。 

  そういう意味で、きょうはこの審議会としては皆様方とある程度適正規模などについて意見

交換をいろいろ深められる、審議会らしい審議になるのではないかと思ってまいりました。き

ょうは忌憚のない御意見をいただきたいと。 

  最初に事務局のいろいろな報告があるかと思いますが、それを踏まえて進めてまいりたいと

思います。よろしくお願いします。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） それでは、会議は委員長が議長となりますので、委員長

の進行でお願いしたいと思います。お願いします。 
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     日程第３ 報告事項 

○委員長（髙橋直見君） それでは、報告事項というのがきょうの次第の３番目にございます。

事務局のほうで、この報告事項についてお願いしたいのですが。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） それでは、お手元にお配りしてあります「次第」と書い

たＡ４判のペーパーの裏、「学校教育環境審議会の諮問事項の基本的な考え方」というペーパ

ーを見ていただきまして、説明させていただきます。 

  だだいま委員長からお話があったとおり、８月21日に第１回目の環境審議会を開催させてい

ただきまして、皆様方に教育委員会から諮問書をお渡しさせていただいております。諮問事項

としましては、そのペーパーの裏に写しという形で渡しておりますが、学校等の適正規模に関

する基本的な考え方から始まりまして、（５）の適正化するための具体的な方策までの５つの

項目を諮問させていただいております。 

  第１回目の会議では皆様方にいろいろな意見をいただいておりましたし、２回目におきまし

ては委員長のお計らいによりまして、ただいまお話のありました宮城教育大学の本図先生の貴

重なご意見などもいただいているところでございます。 

  その後、第３回目に当たりまして髙橋委員長といろいろとお話をさせていただいている中で、

やはり諮問は受けましたが、町の教育委員会の諮問事項に対する基本的な考え方をもう一度整

理して会議に臨んでいただきたいという御指摘をいただいておりました。確かに諮問事項は大

きな枠組みでのみ書いてございますので、そういったものをどういった道筋で行ったらいいの

か、町の教育委員会でも改めて審議した次第でございます。さきに行われました11月の定例会

におきまして、その部分を審議いただいた中で、こういった方向性、基本的な考え方をお示し

していただきましたので、皆様方にお伝えしたいと思っております。 

  まず、先ほどから申し上げております諮問事項、適正規模に関すること、適正配置に関する

こと、施設の整備に関することということが皆様にも資料で一括してお渡ししている状態でご

ざいますが、やはり調査・審議するに当たりましても順序立てが必要ではないかということが

教育委員会で協議されております。 

  その中で最初に行うべき調査・審議事項につきましては、やはり学校の適正規模ではないか

と話し合われております。学校の適正規模というのは、子どもたちにとって望ましい教育環境

を実現するものであるということが、基本となっております。そういった中で、学校の適正規

模のある程度の基準を決めないと、次の学校の適正配置などにはなかなか行き着かないのでは
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ないかと。当然そういった学校の適正配置も審議ができなければ、学校の施設をどうするのか、

または学校の今ある施設の有効活用というものも当然審議できないのではないかといったこと

が議論されまして、こういった道筋を考えさせていただきました。 

  まず、諮問事項の（１）にあります学校の適正規模というのを皆様方に調査・審議していた

だいた上で、ある程度の方向性を出していただいた後、その規模に沿った形のものを、お手元

の資料でいいますと第２と書いてありますけれども、適正規模をもとに考慮をしていただきま

して学校の適正配置、これにつきましては通学距離、通学時間や現在の通学方法などいろいろ

と考えることがございますが、そういったものを保護者や地域の方々の理解を得る方向で調

査・審議していただきたいと。 

  それでもって、第３としまして学校の適正規模、適正配置を考慮していただいた上で、学校

施設の整備に対しては、新たな整備の必要性や既存施設の有効活用を考えていただきたいとい

った、以上３つの段階を踏んで審議していただいたほうがよろしいのではないかという形のも

のが教育委員会で示されました。 

  また、一番下の大きな囲いでございますが、諮問の内容では「学校等」と、「学校など」と

言わせていただいております。この「など」には幼稚園も含まれるという考え方で諮問させて

いただきましたが、美里町にお住いの皆様方は御存じかもしれませんが、幼稚園につきまして

は現在小牛田中学校区統合幼稚園を整備しております。これによりまして、現在の中学校区ご

とに各１つずつの幼稚園が整備されるという形となりますので、当分の間は適正規模、適正配

置、施設整備などの見直しは必要ないのではないかというものを、教育委員会で協議させてい

ただいております。 

このため、この環境審議会も審議から幼稚園は除くものと考える次第でございますけれども、

幼稚園におきましては、幼稚園の給食提供に関するものが今後十分協議しなければいけない事

項であると、教育委員会も認識しております。このことにつきましては、諮問事項にあります

将来的な課題に関することにも含まれますので、給食の提供に関することにつきましては、こ

の審議会でもご審議いただきたいと、教育委員会で協議させていただいている次第でございま

す。 

  なお、教育委員会の基本的な考え方の中には、今ある小・中学校におきましてクラス替えが

できない１学年１学級の小学校がございます。こういった小学校のあり方が今後の子どもたち

にとってよりよい環境であるのかどうかというものが、一番皆様方に御審議いただきたいもの

と考えておりますので、あわせて報告させていただきます。 
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  なかなか説明不足で申しわけございませんが、ただいま申し上げたことが皆様方に諮問させ

ていただきました諮問事項の教育委員会の基本的な考え方でございますので、報告事項とさせ

ていただきたいと思います。 

                                            

     日程第４ 協議事項 

○委員長（髙橋直見君） 協議事項に入ります。 

  協議の１）の部分は、今の報告の中に含まれてくるわけであります。それで、学校の適正規

模についてどのように考えたらいいのだろうかと、この美里町という地区ですね、一口に美里

町といいましても南郷地区と、それから小牛田地区、小牛田地区も昭和の30年代ですか、その

合併のときに幾つかの地区が合併して、学校制度がそれをずうっと踏まえた形でつくられてい

るという背景。何か地区によっても違うということがあるのです。 

それで、地区ごとの実情をもちろん踏まえた上でこれからいろいろ審議を進めるということ

が必要ではありますけれども、なぜ今学校の適正規模というのが大事なのかということ。私は、

この適正規模の考え方について、やはり審議会である程度皆さんと共通理解をした上で、その

後の学区であるとか学校再編であるとか、そういう話に進むことになるのではないかと。適正

規模の考え方がばらばらですと、全然違ってきます。やはり、ベースとなる適正規模の考え方

について少し議論を、皆さんと意見を交わしていただきたいというふうに思いますが、いかが

でしょうか。前回の本図先生の講話というのも当然あるわけでございますけれども。どうぞ。 

○委員（勝又治子君） 私、前回欠席しまして、いただいた資料を見せてもらった範囲なので間

違っているかもしれませんが、まずは適正規模のことで「学級替えが可能な」ということが出

ておりまして、今教育委員会の話し合いの中でもなされていましたけれども、本図先生のお話

でも必ずしもこれで済むことじゃなくて、その地域の状況を踏まえてということになると思い

ます。それから、部活動なども踏まえ、そもそも諮問されたところには大きな理由があるかと

思うのですが、美里町の実態というかどのように捉えているのか、まずはお聞きしたいなと思

いますが。 

○委員長（髙橋直見君） 美里町の実態については、前回までにいろいろ資料配付をしています。 

○委員（勝又治子君） 減っているということ、数が減っているということはわかるのですが、

その減ってきたことによって、どういう課題が出てきたのか。 

○委員長（髙橋直見君） 当然それは、これから審議していくことになりますが。なぜ適正規模

が必要なのかというようなものを、ちょっと皆さんで意見交換をしてみたいなと。 
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  本図先生のお話の中でもあったわけですけれども、これは別に本図先生だけの考え方で、少

子化が急速に進んでいると、これはどなたもわかっていることですね。データ的に数字を出し

て、ゼロから15歳人口の比率が全人口で、例えば昭和20年には36.8％、そういうときもあった、

全人口の中で。ところが、今は13.2％しかない。平成22年です。要するに少子化という言葉の

中には、子どもの数が減っているということと、全人口の中に占める子どのの割合が減ってい

る。物すごい減り方をしている。もう３分の１なのですね、全人口の中の占める子どもの数。

そのことによって、何が最近話題になっているかというと、遊びの仕方の変化とか、友達付き

合いの少なさとか、いろいろ人と人とのコミュニケーション、共感する力であるとか、なかな

かそういうものを育てにくいというようなことなど、社会問題としてクローズアップされてい

る。そういうお話が、前回の講話でもあった。 

  それで、美里町においても、やはり先ほど事務局で説明があったように、小学校の規模が１

学年１学級というのがあるのですね。２学級のところもありますけれども、これから平成30年

ごろになるとその２学級も１学級になっていく。１学級の小学校の姿が適正規模であるかどう

か、そのあたりのところだと思うのですね。あと、よく言われることですけれども、１学年１

学級ですと担任が１人、いい面もあるのですが、万が一子ども同士で、この子とこの子を離し

たほうがいいというような教育上の課題があった場合、それができないのですね。そこに大き

な課題がある。アットホームでいいのだけれども、場合によってはこの子とこの子は組み合わ

せて、この子とこの子は離して、クラスで勉強したほうがいいのではないかとか、いろいろそ

ういう課題には対応できない。さらに、先ほど申し上げたようないろんな社会性の       

というのでしょうか、そういうことはし難い。 

  そういったもろもろあるわけですけれども、適正規模という考え方を、スタートの時点で小

学校の事例を出して申し上げました。当然、中学校も同じような課題があると。 

教育委員会のまとめられた基本的な考え方、ペーパーですけれども、矢印で、学級替えが可

能な規模がやはり適正な規模というのではないかという意味に私は解釈しました。あるいは、

希望する部活動などができる、小規模ゆえにチームを組めないとか、そういうことが出てくる

わけです。あるいは、中学校段階になると、ある程度の学級数がないと先生方の数がそろわな

い。中学校は教科担任ですから、教科専門の先生がいないことになってしまう。これは教育職

員法で学級数によって教員配置が決まるという、日本の実情がありまして、国語の先生が英語

も教えるとか、数学の先生が理科も教えるとか、臨時免許でやるというような実態もあるとい

うようなことで、中学校でもやっぱりある規模があることがちゃんとした学習指導あるいは勉
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強の上においても望ましいということが言えるのではないか。そのようなことを本図先生のお

話を踏まえた上で今ちょっと復習してみたのですが、なるほどというように思っています。 

  それらの基本的な考え方をある程度委員さん方で共有した上で、じゃあ美里町はどういうふ

うにしていったらいいのかというような話に、このペーパーの第２、第３の話に進むのではな

いかと理解していましたけれども、いかがでしょうか。 

○委員（勝又治子君） 私の質問は、今先生がおっしゃったことが美里町にも当てはまるし、世

の中一般的にもそういうことではあるのだけれども、教育委員会がこういう話し合いを、ペー

パーを出してきたということは美里町もそういう実態なのかということを質問したので、教育

委員会にかかわっている方からお話をいただければありがたいです。 

○委員長（髙橋直見君） きょう、ちょっと時間がなくて資料がなかなかそろわないということ

もあったと思うのですが、少しペーパーが用意されていますよね。このあたりちょっと事務局

のほうで少し説明していただけますか。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） よろしいですか。 

○委員長（髙橋直見君） 美里町の考え方という、一般的なことを踏まえた上での美里町が抱え

る課題ですね。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） それでは、委員長のほうからきょうお渡ししました資料、

の説明ということでございましたので、若干説明させていただきたいと思います。 

  まず、先ほどお話ししました基本的な考え方の次のページ、四角く囲みました参考資料、

「学校の適正規模について」といった資料がお手元にあるかと思います。こちらを説明させて

いただきます。 

  まず、先ほどから委員長のお話にあるとおり、学校の標準的な学級数というのは美里町が独

自に決めているものではございません。これは国で決められていることでございまして、小学

校におきましては12学級から18学級が適正、標準的な学校ですよといった形が学級数で示され

ております。これに基づきますと、１学年２から３学級という形になります。中学校におきま

しても、小学校と同じ学級が標準的な学級数だという形のものが法律で言われております。こ

れに基づきますと、１学年４から６学級という形になるかと思います。こういったことの基本

的な考え方をもとにしまして、国では学級数におきまして学校規模をあらわしております。過

小規模というのは全学校中、１学級から５学級までの学校を過小規模。小規模学校というのは

６学級から11学級。適正規模というのは先ほどもお話ししましたが12学級から18学級。また、

④としまして統合による適正規模というのがありますが、こちらのほうは省きまして、⑤の大
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規模の学校は25学級から30学級ということになっております。30学級ということになれば、小

学校でいえば１学年５学級、５クラス。中学校では10クラスというような形のものになります。

こういったものを国が示しております学校の規模の考え方でございます。 

  この考え方に基づきますと、美里町の小・中学校は全て大規模とかにはならなくて、小規模

もしくは適正規模に分類されます。平成24年度の状況で申し上げますと、不動堂小学校、南郷

小学校は12学級から18学級の範囲内に入りますが、そのほかの小学校、中学校は全て小規模に

分類されるような形になるかと思います。ただし、ここで言っている12学級とかという学級数

は普通学級の数を言っておりますので、南郷小学校におきましては普通学級が10クラス、特別

支援学級が２クラスでございます。合わせて12学級でございますが、普通学級のみではこの適

正規模にも当てはまっていないというのが状況でございます。 

  こういったものがまず国が示している学校の規模でございますが、それでは学級というのは

どのように編制されているのかといのが（２）でお示ししましたものでございます。これは、

学級の編制をする際の児童・生徒の数でございます。現在の義務教育標準法では、小・中学校

の１学級は40人以下と定められております。ただし、昨年、23年の法律の一部改正により小学

校第１学年、早い話が入学した学年でございますが、それは35人以下となっております。それ

と、②としまして平成22年８月発表の文科省の改善計画（案）と書いてあります。これにつき

ましては資料の裏に別添資料①という形でお示しさせていただいておりますが、文科省の計画

（案）では平成27年度までには小学校の全ての学年を35人学級としましょうと。また、中学校

の全学級におきましては平成28年度までには35人学級を実現するといったような計画が示され

ております。また、さらには小・中学校の35人学級実現後ですが、平成29年度、30年度の２カ

年で小学校１年・２年生で30人学級を実現するという改善計画案が示されてあるところでござ

います。これが、皆様方にお示しました別添資料１、少人数学級の推進等と書いてある事項で

ございます。 

  これは国の基準でございますが、宮城県でも独自の制度を行っております。これにつきまし

ては、別添資料２というもので、２枚目の資料の裏ページになりますけれども、宮城県のホー

ムページから抜粋したものを載せさせていただいております。 

  宮城県におきましては、平成16年度より学級編制弾力化事業を行っておりまして、小学校第

１・第２学年と中学校第１学年において、35人学級を実現しております。ただし、先ほども申

し上げましたとおり、平成23年度より国の法律改正により小学校第１学年は23年度より国の基

準となっているものもございますので、宮城県の独自の弾力化事業につきましては、現在は小
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学校２学年と中学校１学年で35人超学級の解消を図るという県の独自の制度があるという形の

ものでございます。 

  これが、きょう皆様方にお示ししました学校の適正規模の一つの資料となるかと思いまして、

お手元に配付させていただいております。 

  また、配付資料の後ろに、美里町立小・中学校、児童・生徒推定一覧、資料④－１というの

も差し上げております。小さい文字で大変見づらくて申しわけございませんが、これにつきま

しては８月に行いました第１回目の会議の際に資料４というもので、平成24年度から平成30年

度までの児童・生徒の推移を推計したものの、追加資料でございます。といいますのは、資料

４で皆様方にお示ししておりました資料については、各学校の総児童数、総普通学級数のみを

掲示させていただいておりました。ただ、やはり例えば小学校でいえば１年から６年までの総

人数ではなかなかわかりづらいというようなお話もございましたので、小学校におきましては

１年生から６年生までの児童数、それに対する普通学級数を載せさせていただいたものでござ

います。中学校におきましても同じように１年から３年までの生徒数と普通学級数を載せさせ

ていただいております。 

  先ほど、髙橋委員長からもお話があったとおり、美里町の小学校におきまして現在平成24年

度におきましても、平成30年度におきましても、１学年１学級というような学校は先ほどお話

ししたとおり、この資料で言いますと北浦小学校、中埣小学校、青生小学校が全て１学級とな

ります。また、小牛田小学校においても現在は複数の学級を持っている学年もございますが、

平成27年度以降については全て１学級になってしまうといった、現在の人口からするとそうい

った状況でございます。 

  こういった資料も、きょうの審議の中で参考になればと思いまして、きょう配付させていた

だいておりますので、説明させていただきました。 

  以上でございます。 

○委員長（髙橋直見君） ありがとうございます。 

  ただいま説明の資料の最後の資料④－１、これは確認ですけれども、35人学級になるという

想定を踏まえての学級数を表示したものですか。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） はい、そのとおりでございます。 

○委員長（髙橋直見君） わかりました。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 済みません、ただし、中学校の一部におきましては、資

料４を作成した時点では35人学級云々ということは考えないで40人で行っておりましたので、
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それでカウントさせていただいております。小学校におきましては35人から40人の間にある学

年がないものですのでそういった考えでよろしいのですが、中学校におきましては例えば、南

郷中学校の平成30年の２学年、３学年ですか、こちらは一応40人となっておりますが１クラス

となっております。当然国が今後進めるのを予定している35人学級になれば、こちらも２学級

になるという形のものでございます。訂正させていただきます。 

○委員長（髙橋直見君） きょうの審議の中心ではないかもしれませんけれども、小学校で今見

ますと、青生小学校ですか、児童数が最も少ないですが、来年度あたりから14人ですか。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 複式学級は２学年合わせて16人です。今の資料の中では、

美里町でそういった複式学級になるという小学校はないと認識させていただいております。 

○委員長（髙橋直見君） ちょっと前のことで私もはっきりした記憶がないのですけれども、栗

原市は複式学級がいっぱいあるのです。今は解消に向かっているとは思いますけれども。そう

いう意味では、美里町というところは学校がある程度はコンパクトではあるけれどもバランス

よく配置されているなと。規格の問題ですけれどもね。あと、浜のように離島もありませんし、

それから通学距離だってこんなに近い、10キロ超えるなんてことはほとんどないですしね。そ

ういうのは、よくまとまった望ましいといいますか、ほかから見るとうらやましいような地区

ではないかなというふうには思います。問題は、学年１学級の課題、これをどういうふうに捉

えるかということですね。長所と短所はあるのですよね。私は栗原市の例を出して大変恐縮な

のですけれども、小規模校がもっともっと多い、しかも遠距離の通学をしている、広い地区で

すから、そういった実態がありまして。 

  そういう中でも、最初の意見では「一桁だっていいじゃないか」と、１クラスですね、ある

委員さんですけれども、「一桁だっていいじゃないか、アットホームで非常にいいのですよ」

と。「子どもを隅から隅まで先生は理解できるし、仲良くやっているし」というふうな意見が

あったのですが、それはやっぱりメリット、長所なのですね。ところが、幼稚園、小学校、中

学校と教育しまして、その人数で同じ顔ぶれで、そして高等学校に入る。幼、小、中と一緒で

高等学校に入るとある程度ほかの地区からの交流がありますね。そこで非常に大きなカルチャ

ーショックを受けると。そういうふうな話があったりして、いろいろなことをその間に織り込

んでいくと「やっぱり適正規模は必要かな」というふうな意見が多くなっていったというよう

な経緯がございました。 

  どうですかね、その辺でざっくばらんに皆さんのご意見を伺いたいと思いますけれども。 

○委員（荒川 繁君） 今いろいろお話しされている中で、確かに１クラスという子どもたちは
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大変恵まれている学習環境にはあるようですけれども、実は私もちょっと見聞きしたのですが、

幼稚園から小学校に入ると９人だったのですね、ある小学校で１年生が。９人のうち女の子が

１人だけなのです。それが６年間続くのですね。中学校に行けばよその小学校からも来ますか

らそれはある程度いいのですけれども、そういうことでまず、女の子１人ということで非常に

気の毒な環境にあるということがありました。それから、運動、学習の序列がもう決まってし

まうのですね、幼稚園のころから。それがずっと６年間続いていくのです。そういうことを考

えますと、最低でも複数学級があって、学年ごとに入れ替えするようなことがあって、ある程

度競争心なり協力をする心とか気持ちとかを養うということが非常に大切なことではないかと

思います。 

  それからもう一つ、幼稚園ですがグラウンドがちょっと狭いということで、広い幼稚園と年

に１回交流をやったことがあるのです。狭い幼稚園の子どもさんは、グラウンドが狭いもので

すから思いっきり走れないですね。手が振れない状況で、一生懸命走ることができない、片方

の手が動かせないのです。ぶつかるというので。交流をやったところを見たとき、「なぜ子ど

もたちが手を動かさない」と聞いたら、「いつも走っているところが狭くて、両方の手を使え

ない」と言うことですね。それ聞いたときびっくりしまして。そういうこともありますし、や

はりいろいろな学級があって生徒があって、交流をしていくというのは非常に大切だと思う。 

  それで、私はやっぱり複数学級は必要だろうなと思うのですが、さてそこで一番問題なのは、

学区編制なのですね。どうしても、こういう田舎といいますか地方ですと、学校がなくなると

いうことに対する抵抗が非常に大きいものです。そのことをどのようにクリアしていくかとい

うことが一番大切なことになってくるのではないかと思うのです。児童・生徒を１学級35人に

する40人にするということはすぐ決められることですし、学区編制をすれば決められることな

のですが、あるいは小学校統廃合とかすぐできる話なのですが、それが非常にネックになるの

が地域にある施設がなくなるということへの抵抗感。これをどうクリアするかということが非

常に大きな問題であろうと私は今考えているのですが。少なくとも複数学級があることには、

私は賛成です。 

○委員長（髙橋直見君） ありがとうございました。 

  審議会の役割としては、多分ＡとＢの学校を例えば一緒にしましょうと。そして、それを地

区ごとに住民の声を聞いてスムーズに進めましょうと、そこまでは私たち多分負い切れないと。

ただ、提言はすると。答申という形でこれが望ましいという提言は当然しなくてはいけない。

ただ、その難しさもある程度想定した上での提言になるのは、やはりやり方としては望ましい
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のだろうなというふうに思っています。 

○委員（荒川 繁君） 確実に少子化は進んでいるわけですから、この数字よりもっとひどいか

もしれませんね、将来的には。ですから、必ず統廃合というのは考えていかないと、提言して

いかないとだめだろうなと、いうふうに私は思っていますけれどもね。 

○委員（尾形剛志君） きょうのが基本的なこれからの審議会の基本的な方針になると思うので

すけれども、生徒の目線に立った場合にどれが適正だとか適正でないかというのはなかなかわ

からない。というのは、私は団塊、皆さんも大体団塊の世代の生まれで、私は全校生徒2,000

人、１学級56人という中でやってきて、それで不便も何も感じたこともないし、そういうもの

だという中で生きてきたというかやってきたと。そして、私はそういう時代ですからそういう

小さい学校にいたことがないので、小規模の学級で１クラス十何人とか一桁の生徒がどういう

目線でいるのかというのは若干わからないところがあります。ただ、現役で教員をやっている

ときに感じたことは、やはり今委員さんから意見がありましたように、小規模な学校に、私も

勤めたことがあるのですが、やはり非常に家族的でアットホームで地域と密着して、大変いい

学校運営というか経営ができて、先生と生徒の関係も非常にうまくいくのですけれども、教育

というのは、学校の中での教科だけではなく、それも必要と同時に社会性も養うという面があ

るのではないかなと。そういう面で、こじんまりした学校で果たして社会性を養うというのが

できるのかなという危惧を持ちまして、それが、先ほどもおっしゃいましたように、高校に行

ってから社会性を持つということになりましたけれども、小学校段階、中学校段階でも、社会

性を養うというのは早い段階のほうがいいのではないかなということは常々考えていましたの

で、やはり適正規模、適正学級数というのですか、そういうものがあって初めて学力といいま

すか学習とそれから社会性を培っていくという上で必要じゃないかなと。 

  ただ、そこで危惧されますのは、今も委員さんからありましたように、学校の教育というの

は学校現場ではなくて地域の教育力というのが非常に大きいのですね。ですから、合併したと

きに今まで地域の教育力があったものがなくなってしまうということになりますと、学校が学

校教育の中での社会性を培うにするにしても何するにしても、地域の教育力、地域の協力が希

薄になってくるというのもこれもまた現実なのです。ですから、そういう統合・合併を考えた

ときには、生徒の、子どもたちや児童の社会性を養うためにも地域の教育力が減退しないよう

な、というか何かシステムというかそういうものを構築しながら合併していかないと、学校と

地域が離れてしまって、地域があとは荒んでいくというような形になっていくのも現実ではな

いかなという考え方をしています。 
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○委員長（髙橋直見君） 先の先をずっと踏まえて、そういう先が見えているということですね。 

○委員（尾形剛志君） ただね、どうしても地域の教育力というものをこういう数字だけで表す

のは難しい。やっぱり地域の教育力というものを考えて、どうしても地域の教育力を生かせる

ような何かシステムを構築していくことは必要ではなかということを今申し上げました。 

○副委員長（木村強一君） ここで出したものは、これからやはり児童・生徒の数によってクラ

ス分けをしたものなのだね。ただ、今皆さん言っているようなその中でもいわゆる内容的なも

のは入っていない。内容的というのは例えば人数が少ないといってクラスが減れば、今のよう

なうまくない影響が出てくるとかね、傾向が出てくるとか。あるいは人数が多いとこのような

いい点が出て、このような悪い点も出てくるというような、そういうことは考えて分けている

の、人数的に。これは人数だけでしょう。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 現状ですね、あくまでも人数を把握した上で数字をあら

わしておりますので、いま木村副委員長がお話しになったようないろいろな影響・内容は、全

て除いてあります。あくまでも、いまある通学区に住んでいらっしゃる子どもさんの数を単な

るあらわしたものでございます。 

○副委員長（木村強一君） そうすると、これは数だけなのだよと。皆さんいましゃべっている

のは、数が多い少ないによる影響とか何かのことなのだよということは分けて考えないと。み

んな一緒になって、どのように分けて考えたらいいのかというずれも浮かんでくるのではない

かと思うのです。今、皆さんの町では人数が少ないから困っているとか、あるいは人数が多い

のでもう一つふやしたほうがいいのではないかとか、そういうふうなことを考えているわけじ

ゃなくて、ここにある人数によってクラス分けしたらと。だから、例えば、小牛田小学校で、

42名いる、平成24年度でね、３年生で42名いるのです。そうすると、40名ずつにすると２名オ

ーバーするので２クラスだと。２クラスだと平均すると21名になるのです、１クラス。そうす

ると２つなるわけでしょ。それで、そういうことへの影響はどうなのですかとか、そういうよ

うな議論まではいかないわけだ。ただ数だけで。委員長のお話だけれど、そこのところがきち

んとしていないと、何について話をしているのか全然わからない。ここは、そのような影響を

言う場ではないでしょう、審議会というのは。 

○委員（荒川 繁君） ちょっとよろしいですか。私、木村先生の意見にちょっと反論している

ような形になるのですけれども。 

○委員長(高橋直見君) どうぞ。 

○委員（荒川 繁君）結局こういうような少子化で、どんどん子どもたちが少なくなって、１ク
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ラスの生徒数も少なくなってきますよという現実もわかっているわけですよね。これはやはり

いろいろな総合的に判断すると、競争心もなくなってくれば、あるいはそれ以外のいろんなこ

ともありますよね、部活ができなくなってくるとか、中学校ですと。そういうような状況が目

に見えているので、審議会の中でどういうような環境にしたら一番よろしいでしょうかと、私

はいま付託を受けているのではないかと思うのですよ。教育委員会でこう考えているからとい

うことではないと思うのです。私が発言したのは、少なくとも２学級あればいいですよねと、

それで私発言した内容ですけれども。審議会ですからそういうことではないと思うのですけれ

ども。 

○委員長（髙橋直見君） 今、荒川委員さんがおっしゃったこと、審議していく上で例えば事務

局のほうで、少子化であるがゆえにあるいは１クラス、例えば子どもの数が少ないがゆえにど

ういう課題がありますかと、そういう聞き方はできますね。そして、そこから出てきた課題を

踏まえて審議会で意見を深めるということは必要だと。これは今後ももちろん最も必要な進め

方の一つ。 

○委員（曽根昭夫君） 今聞いていると、荒川さんが言った、それから副委員長さんも言いまし

た。ぶつかっているような感じがするのですが、実はぶつかっていないのですよ。これはもと

よりも、もう少し不足の分が入ったと私は思います。ということは、まず21人とか20人とかそ

んな数はどうでもいいのです。現状でもう既に目に入っているあるわけですね、学校ごとに何

クラス何クラスと全部わかるわけです。それが教育委員会の出したものです。さて、教育委員

会でこの辺をしっかりしてほしいのですが、教育委員会は月に１回かな、各学校に立ち会って、

いろいろ教育環境を見るのですね。そこからどういう指導をするとか、方針をこういうふうに

して進めるだとか、町の教育を、こういうふうになっていくと思うのです。 

  それで、今は、いいですか、このクラスはわかっていることですから、まず教えている先生

方がおるわけですよ。先生方はいろいろな20人のクラスもあれば、２クラスの学級の学校もあ

るし、その辺の分析というのか、先生がどうなのかということを接して話をしたことがあるの

ですか、教育委員会で。 

○委員長（髙橋直見君） 教育長さん、お願いします。 

○教育長（佐々木賢治君） 数字でなく中身、現状はどうなのかという質問だと思うのですが、

現状を言いますと、１クラスだから今差し当たりこれが大変と困っているとか、学校運営に大

きく支障を来しているとか、そういう事実は現時点ではございません。それで、教育委員会と

学校がどういうふうにかかわっているかという曽根委員さんの質問でありましたが、月１回校



17 

長会、教頭会、それから月１回ではないですが学期に１回程度教務主任とか管理職以外の会議

を開いております。常に情報交換しながら学校の状況等をいただいて、教育委員会ではもし何

かあった場合はこういうふうにやっていきましょうとか、そういったつがなりは常々持ってお

ります。それから、教育委員さんの方々には学校行事のたびごとに大体行っていただく、それ

から指導主事訪問等々、学校で行事がある場合は状況等を見ていただくと、そういったつなが

りは持ってございます。 

  それで、この審議会を立ち上げるときに、現段階で特別に美里町の小・中学校９校ございま

すが、それぞれ地域に密着して本当に地域の方々に支えていただいて、児童数の少ない学校で

あればなおさら地域の方々から盛り上げていただくとかいろんな御配慮をいただいて、いい環

境で子どもたちは教育を受けさせていただいています。 

  それで、今回立ち上げたときに、将来という言葉を入れさせていただきましたが、現状は特

別今すぐこの審議をお願いしますという状況ではないのです。将来を見据えて、いろんな角度

から御意見をいただいて、そしてさらに現場の声なども大切にしながら、もちろん子ども中心

にという考え方で、美里町としてどうあるべきかいうことを御審議いただきたいなと思ってお

願いしているところでございます。 

  うまく回答できたかどうかわかりませんが、状況をお話しさせていただきました。 

○副委員長（木村強一君） だから、審議会でなくて懇談会でしょ。そのような名称の付け方は

あったわけだね。審議会というと何がある。佐々木委員長は喫緊の問題について提案して、そ

れについてお話ししていただきたいというようなはじめの言葉もあったし、だから今の内容だ

と喫緊の問題ではないのだね。だから、今さら言ったってあれだけど、まだ３回目だから言う

のだけどね、審議会とかなんとかじゃなくて、懇談会とかそういう名前のほうが合ったのかな

と。あと、さっき荒川さんと私のほうの、曽根さんが言ったように間違って絡み合ったとかな

いのです。一つの問題を整理してやったほうがいいのではないかというような発言だったので

す、私の場合は。だから、どっちかにすればそのとおりにやって構わないのですよ。 

○委員長（髙橋直見君） 今の教育長さんのお話で、美里町で各学校の実情を見ると小規模化に

伴っての深刻な状況はないというお話ですね。ただ、平成30年ごろまでの子どもの数の推移を

見ると、将来に向かっていろいろ懸念されることはある。恐らく私は思うのですけれども、問

題が余りないと緊張感がない、あるいは課題に取り組むという努力が比較的なされないという

か、つまり話がちょっと大きくなりますが、平和が長く続くといざとなったときに戦えないと

いうような、そういうこともありますので、将来を見通して何というかいろいろな課題をピッ
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クアップしながら将来展望をこの審議会で審議してほしいと、そういう願望が組まれているべ

きと思っておりますけれども。 

  それで、恐らく単純に数合わせだけだったらこの審議会は必要ないのです。事務局でやれば

いいんですよ、淡々とね。県の基準はこうで文科省はこうしているから、あなたの学校はこう

でこうなりますよと。あとは地域住民の説得はそれに基づいて淡々とやると。 

  しかし、やっぱり何か５年後10年後を見て、美里町の学校ですから、問題は教育力なのです

ね。教育の活力は持続されて発展していく、そういう展望がないとやっぱり寂しいのだと思い

ます。自然に子どもは減っていくのに何もしない。問題はないかもしれないけれど、アットホ

ームでいいけれども、一歩外へ出ていったら例えば学力が低いとか、あるいは社会性がいまい

ちだとか。揉まれてこそ人間というのはたくましく育っていく。その辺ことも踏まえたような

学校づくりを視野に入れて、やっぱり教育環境の整備、そして適正規模というものを考えてい

かなければいけないのかなというふうに捉えています。ですから、少し夢のある話も含めて、

この審議会で答申まで進んでいってもらいたいと私は考えているのですけれども。 

○教育長（佐々木賢治君） 委員長さん、私一つだけつけ足しというかお話ししなくてはならな

いことなのですけれども、やはり喫緊の課題というのは学力面ですね。運動能力とかそっちの

面ではかなり厳しい、厳しいという言葉がどこまで正しいかですが、切磋琢磨という言葉、そ

ういった面でなかなかあの手この手、教員の教え方が悪いからだと言われればそれに尽きるか

もしれませんが、一生懸命家庭に協力も呼びかけながらやっているのですが、その部分が大き

な課題でございます。それを追加させていただきます。 

○副委員長（木村強一君） のんびりしているのだよ。住民と同じで生徒がのんびりして、切磋

琢磨はなかなか。 

○委員長（髙橋直見君） ちょっと余談になりますけれども、私は県の教育委員会にいて宮城県

の県民性というのもよく議会でも話題になりまして、高校生の卒業後の大学進学率が宮城県は

奮わないのですね。全国レベルで35番目とか、下手すると40番目ぐらいになる。ところが、地

区で見ると、仙台地区だけはぐんと高いのです。仙台を除いた郡部といいますか、それを見る

と、本当に沖縄に次ぐぐらい低いのですよ。それを仙台と合わせても40番前後。そういう実態

があるのです。それで、何とか学力向上をということで県教委が一生懸命頑張っているのです

けれども、どうも伊達藩の時代からこの地区は米がいっぱいとれると、宮城県はですね。米を

つくっていれば何にも心配なかった。千石米と称して貞山堀を走らせて京へ行って売ったと。

伊達男がきらびやかに飾って、そういう江戸時代の歴史があって、さあ明治維新になって食い



19 

詰めた、ひもじい藩は必死になって守ったけど、宮城県はさっぱりそういうことしなくて済ん

だという。それがずっと引きずっている、そういう根はあるのです。多分南郷地区、小牛田地

区、田んぼですから、のどかですよね。一昔前までは米をつくっていれば食う心配ないと。ず

っとそういう生活が続いてきたということもあって、今全国レベルで学力調査されるとちょっ

と厳しいなと、教育長さんも大分心配されているというのはそのことなのです。 

  やっぱり、その辺将来に向かって学力向上、そして社会性を身につけて世に巣立つという、

そういう教育のあり方を、この際ですから適正規模とある程度含めて考えて、皆さんで御意見

を出して、先ほど言ったように答申まで持っていきたいなというふうに思っています。少し諮

問にプラスちょっと何か加わる形になるかもしれませんけれども。 

○委員（齋藤亮一君） 私は学校経営、子どもにとって望ましい教育環境というふうなことで、

教育長さんから学力向上、それから体力向上、本当に今の中学校教育、小学校教育の課題でご

ざいます。 

  その中で、適正規模というのは裏返ししますと子どもたちの適正な環境づくりですか、どう

いうふうにすれば環境づくりが整うかと。例えば一つは施設・設備。それから、教職員の人数、

配置ですね。使える校庭、体育館。それから、近くで使える教育的施設。そういったことを加

味しますと、まず生徒につきましてはやはり社会性、それから切磋琢磨ということを考えたと

きには中学校には最低３クラス以上は必要かなと。それはもちろん職員配置にも関係いたしま

す。それで、中学校はどのようにして社会性を育てるのかといいますと、教科以外の特別活動、

それから生徒会活動がございます。これも人数が少ないと各委員会組織、それから運動部の組

織であんまり機能しなくなるのですね。そういったことを考えたときに、やはり３クラスとい

いますと、１学年３クラスで大体９クラス以上ですね。今の本校ですと、これに特別支援が入

ると11クラスということになりますね。何とかぎりぎりの線なのかなと。それから、やはり教

科、５教科それから実技とかの教科も加えますけれども、やはり数学科とか英語科は２人以上。

要するに、教職員も切磋琢磨がないと、子ども同士の切磋琢磨もできないと。いわゆる、研

究・研修がいるので、１人ではなかなか１年生から３年生まで全部持つと、確かにそういう学

校で勤務したこともございますけれども、適当になるというか、職員が１人しかおりませんの

でね。 

  そういったことで、せめて教科は２人以上。それから、実技教科につきましてはやはりそう

いった配置になりますと１人なのですが、現実では。それでもちょっと問題があるのかなと。

それはあくまでも最低ラインでございます。 
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  それから、そうなってくると今度は部活、それから教育関係、朝子どもたちが朝練を７時半

からやっていますので、大体今だと終わるのが５時。それから、６月ですと６時半までやって

いるわけです。学校終わったとき子どもたちは何時までにうちに安心して戻れるのかというこ

とで、やはり30分以内が理想なのかなと。１時間以上かかったのではかえって生徒指導面での

問題が発生するのかなといったことです。 

  そういったことで今お話ししたのは、適切な施設、適切な教員配置、それから子どもたちが

切磋琢磨できる１学年大体３クラス以上、そうすると１年間でクラス編制をしますとほぼ３回

ですね。いろいろな切磋琢磨ができるのかなと。それだけはやっぱり経営上必要だなと。今言

ったのは最低ラインです。あとはその中でのプラスアルファ、いろいろな力をおかりして、外

部の力をかりて、もちろん地域の協力もおかりして初めてこういった学力とか体力向上の課題

が達成できるのかなというふうに思っております。 

○委員（尾形剛志君） 現職の校長先生から大変理想的なことをおっしゃっていただきました。 

ある町で３校、３つの中学校が合併した学校に勤めたことがあるのですが、確かにそうなり

ますと先生方も同じ教科で２人３人いて切磋琢磨されて、学校としては環境としてよかったの

ですが、具体的に全てスクールバスだったのです。スクールバスの朝、帰りという時間が決め

られていまして、学校で臨機応変な教育活動ができなくなるというふうなことがありました。

要するに、バス時間に合わせて学校が動くと。本来、随分私も悩みました。スクールバスに合

せて、何で学校が動かなくてはならないのだというようなことで、あそこは鉄道もあったので、

鉄道の時刻とバスの時刻に合わせて学校が動かなくてはならないという、非常に不便なという

か臨機応変な活動ができないというような経験もしてまいりましたので、今齋藤先生の本当に

理想的な意見なのですが、余りにも合併して遠い距離までスクールバスを使って中学校教育と

いうのは、部活動にしても放課後活動にしてもなかなか難しいのではないかなという、ある程

度の限界もあるのかなということも経験しております。 

○委員（荒川 繁君） 今、いろいろお話が出ていて、私はたまたまさっきクラスが２クラス以

上あればいいというお話をした、これはたまたま一つの問題を取り上げただけで、齋藤先生が

おっしゃるように、この会のタイトルにもありますように、学校教育環境審議会なのですよね。

ですから、そういう意味では施設もあるし、通学路の問題もあるし、統廃合の問題もあるし、

それから１クラスの児童・生徒数の問題もあるし、学級数もあるしということで、いろいろな

ことを言ってこの審議会で何々を検討していくべきなのかということを、ある程度絞り込まな

いとなかなか前に進まないのではないかと思う。その中で、この問題については学校の現場の
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先生方はどう考えているのだとか、あるいはＰＴＡの方はどう考えているのだろうかというこ

とで、コンタクトをとって意見を聞くというようなことをしていかないと、なかなか前に進ま

ないと私は思うのですが、いかがなのでしょうか。 

○委員長（髙橋直見君） 実は、きょうの第３回の持ち方を事務局と打ち合わせをしたのですが、

きょうは最初に説明があったペーパーの第１、少し適正規模ということについて、何が適正規

模なのか、適正規模にしないとどういう課題があるのか、それからもう一つは美里町で適正規

模でないがゆえにどういう課題が現在あるのか、あるいは現在なくても将来予想されるか。そ

ういうことをちょっと第１の部分の話を中心にやってみようということで、きょうは進めてい

ます。ですから、ある意味では絞っているのですけれども、話がやっぱりいろんなところに飛

ぶものですから、内容が内容ですので、それはそういうことも当然想定されるわけです。あと、

今後やっぱり適正配置とか、あるいは施設の整備とか具体的なそういう資料等も出していただ

いて、それに伴う課題も当然ありますから、それらを進めてまいります。 

  きょうは適正規模ということを、いろいろな今後の展望まで含めた、そういう話を考えてみ

ました。 

○副委員長（木村強一君） もう一回聞きますが、教育委員会にね。ここで提示したいわゆる平

成24年から30年までのもの、これは追記という形で出したわけだけど、こういうのはすばらし

いと思いますよ。これくらいの人数でこれくらいの場というのは推計的に生まれているのだと。

別の意味で言うと、個人の状態まで調べているようになるので失礼になるのかもしれないけれ

ど、大体こうなるのではないかというようなことで、これを見ても減っていくでしょう、年度

が進むにつれてね。そうすると、今まで２学級のところも１学級になるかもしれないと。 

  それから、１学級で例えばさっき青生のことがちょっと出たけどね、私は５人しかいないク

ラスも見たことがあるのですけれども、そこはそれなりにやっているのね、いろいろ工夫をし

て。工夫とか何かというのはまた後から出てくる問題だと思いますよ。青生なんかは非常に少

ないので、こういうとこはどうするのかなと。今より少なくなると複式学級が出てくるわけで

しょう。そういうのを聞きたいわけね。複式ができるのかできないのか、あるいはさっきの話

だと、例えば文科省とかでは、一応法的には１クラス何人とか、今度は30人になるのですか、

小学校は。30人とかになるわけでしょ。そうすると、１人ふえると２学級になるとか、そうい

うような主に美里町では、そいつがぶつかった場合どうなのかというような、それを推計で言

っていいかと思うのだけどね。そのようなことなんかが出てきていいのではと思う。そうする

と、さっきの話だと、例えば学校教育環境審議会の諮問事項の基本的な考え方という、これは
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教育委員会でつくったものでしょ、こういうの。 

○委員長（髙橋直見君） 基本的な考え方をお願いしてつくってもらったので。 

○副委員長（木村強一君） 先生がお願いしてつくってもらったの。教育委員会でないの。 

○委員長（髙橋直見） 教育委員会で基本的な考え方をつくっていただいたのです。 

○副委員長（木村強一君） そうですか。これを見てね、これはうちの教育委員会は大した指揮

権をもって進めているのだなと思ったのだけれどもね。 

  これだと、例えば学級規模を１学級は40人にするのだというようなこととか、だんだん30人

から35人になるのかな、そういうようなことでやるのだというような、文科省あたりから出て

いるわけでしょう、法的に。その法的なものと美里町の教育委員会でどのように比較しながら、

あるいは取り組みながらやっているのだろうなというようなことをお聞きしたかったの。 

  そうすることによって、いわゆる人数、例えば小牛田小学校で言うと平均１年で31人だけど、

これは全然人数にならないから31人でもいいわけ、１学級で。そういうのをやるのは簡単なの

です。ぎりぎりのところだけ困るのね。俺経験あるのです、前に。１人足りない。それでどう

するかと。クラスが２つあるのが１つになると、担当する教諭も少なくなるし、それに従い町

からの補助金とかいわゆる財政的な裏づけも変わってくるのです。それでどうするか、隣の学

校から、今も５月ですか、５月まで借りてきてやるかとか何とかいって、断られたけどね。昔

はこんな笑い話もあったのですよ。 

  それから、学級の中でことしは教科によって２人いるところあるでしょ、教員が。私は適正

な、いわゆる適正規模というような中に入ってくるのではないかと思ったものだから、別々に

したほうがいいのではないかというふうなことで。そして、そういうようなことをやって、ま

だいろいろな問題、こいつを主として学習的な効果の話あったでしょう、今ね。学習効果とい

うような。 

  それから、もう一つ。学校というのは生徒指導があるのですよ。だから、生徒指導面は一体

どうなるのかなと。例えば、統合とか考えるとバスで行くところもあるし、自転車で行くとこ

ろもあるし、歩いていくところもあるのですよね。かつてこの地域で大きな問題が起きたこと

がありますのでね。子どもが一人亡くなったとかね。そのような、当然ですが配慮をどうする

か。そういうのが２つ目の問題ではないかなというふうに私は思ったのね。 

  そういうふうに分けたほうが、かえって話しやすいのじゃないかと。時間がないのでしょう、

大体。１年に５回ぐらいやっていくのですね。こういうことをやっているのではいつまでたっ

ても。 
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○委員長（髙橋直見君） 私もできるだけ回数をふやさないで効率的に進めていきたいなと思っ

ております。 

  それで、教育委員会事務局のほうから、「諮問はいただきました」と。「今後の具体的な審

議の進め方が見えるような具体の提言みたいなものを定めていただくといいですね」というの

がこのペーパーです。時間を割いてつくっていただいたということです。 

  それで、きょうのご意見の中で小規模な状態を将来もこのままずっと子どもが減っていくの

を、ずっとそのまま見ていくという意見はなかったように思うのです。何とか何かをしなきゃ

いけないという意見が多かったと。やはり適正規模は必要だと。じゃあその適正規模というの

は美里町ではどう考えるのかと。あるいはこの審議会ではどう考えて答申まで持っていくのか

ということになりますけれども。 

  前回の本図先生のお話では、小学校ではクラス替えができるのがやはり適正の最低限という

ようなことではないかと。それ以上の適正についてはいろいろな考え方があると。中学校では

やはり教科指導ができる教員が揃うと。揃うためには、やっぱり１学年２学級ではちょっと厳

しいと。３学級ぐらいが一つのラインになるのかというふうな話も少し見えてきました。 

  なお、今、宮城県の高等学校では統廃合を進めていますが、高校の適正規模は大体６学級程

度ということを県教委は言っているのですね。６学級ですと大体、国語、数学、英語、理科、

社会。理科、社会というのは専門に分かれていまして、特に理科が物理、化学、生物、地学と

これが揃うことが望ましいのですが、６学級でないと揃わないですね。１人の先生が物理も科

学も生物も教えるということが出てくるわけです。そういうことを解消する意味では６学級レ

ベルが望ましいということなのですが、６学級もない高等学校もありますし、既に３学級にな

っている学校もあるにはあるのですけれども、ただ美里町としては小学校や中学校の適正規模

というもののある程度のビジョン、小学校は２学級以上、中学校は３学級以上ということは将

来のこの町のあり方、教育の問題として方向性は見えてくるのではないかなという気はしてい

るのですが。 

○委員（尾形剛志君） 私がしゃべって申しわけないですが、委員長さんがおっしゃったような

ことが、例えば中学校３クラス以上を基本とするとなると、私の現役時代やって若干問題があ

るのかなと、それで申し上げたのですが。それでないとみんな一緒になるということで。 

  例えば、南郷地区だと中学校の数が２・１・１ぐらいのクラスになると、小学校が１・１ク

ラスになると。私は以前、南郷中学校にいたことがあるのですが、やはり教員を集めるという

かそういうのに非常に苦労するのですね。英語、数学、どうしてもそういう教科の担当の先生
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を呼ぶと、技術、美術のそういうものが含めということで、免許がないけれども当面教えても

らう。体育はわからないのだけれど、体育も教えるというというようなこともありますので、

だからといって大きく合併というのもいかがなものかなと。ちょっと早い話なのですが、そう

いうときに３学級を基本とするというとちょっと困るので、私具体的にやったのは、実際にや

ったのは小学校との連携なのですね。だから、小学校も５・６年は専門教科がいいという話も

聞こえてきていますので、教科担任制ではなくて、やっぱり音楽は音楽の専門の先生に教えて

もらうほうが、小学校の５・６年はいいのではないかと。今は小学校に英語も入っていますか

ら、英語の先生も小学校に行けるのではないかと、そういう意味では、中学校を３クラスとし

ないで、今いろいろやっている小中一貫とかそういう形でも考えてもいいのではないのかと。 

○委員長（髙橋直見君） 時間の関係で、ちょっとお待ちください。 

  この審議会で、例えば中学校は３学級以上が望ましいというので、我々も何でもかんでも３

学級にするというのはやっぱり乱暴ですから、あとはそれを受けて教育委員会のほうで地域の

実情に合わせたやり方を考えると。その一つの方法として、今おっしゃったように小・中連携、

あるいは最近のニュースで６・３・３制を見直すというようなことも国では言い出しています

ね。実際、先駆けて６・３・３制を見直して取り組んでいる学校もありますし、私がいるウル

スラでは既に５、６年前から小学校の学年を全然違う形でやっている。特に今おっしゃられた

ように小学校に英語が入ってきた。それから、小学校の高学年は教科専任制というのですね、

１人の先生が全部の教科を教えるのではなくて、算数とか理科とか専門の人が担当する。それ

と、中学校との連携がうまくいくと、例えば南郷地区ですね、南郷地区の子どもの数が少なく

てもある程度それをカバーし切れるのではないかとか、実際のやり方はいろいろあると思いま

す。ただ、基本的な考え方として適正規模としてこういうのがあるのではないかというのが、

この審議会の考え方になります。勝又委員さん、どうぞ。 

○委員（勝又治子君） 今とのかかわりもあるかもしれないのですが、現在の学校の、国の規定

として40人あるいは45人、それで将来的には、30人にもっていくと。そういう計画があるので

それに期待したいのですけれども。 

  それからもう一つは、中学校の場合ですと、先ほども先生からお話がありましたが、教科の

担任がそろわないと大変。要するに、学級数でそれが規定されているからという問題がありま

したよね。そういう問題がある中で、学級編制ができる数とかというふうに数を、先ほど委員

長さんは数に固執はしないとおっしゃっていましたけれども、実態に合わせるとおっしゃって

いましたけれども、そういう数字を出すということが一つ心配なのです。 
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○委員長（髙橋直見君） 出し方ですけれどもね、この数字だけというふうに出すのか、そうい

うことが望ましいと、あとやり方はいろいろ工夫してくださいというような出し方とかありま

すので。審議会の役割というのは、執行機関ではありませんので、提言のやり方でいろいろな

表現の仕方があると考えます。 

○委員（勝又治子君） そこを工夫しないと、審議会の力を振り回されると困るなと思いまして。 

○委員長（髙橋直見君） 審議会というのは、何というか諮問いただいたことに対して、やっぱ

り答申という形で提言する機関ですね。諮問した立場の方々の意向からかなり大きくそれると

いうことは原則余りないのだと。そして、答申したがゆえに、頓挫するくらい難解な答申をす

るとか、それはやっぱり非現実的だろうと思いますので、そういうことはまだ何回か後の話で

すけれども、そんな方向で進めたいと思っています。実現可能な答申をしたいと、こういうふ

うに思いますので、不可能なことについては調査審議できないと。 

○委員（勝又治子君） 実現不可能というのは、なしだと思いますが。 

○委員長（髙橋直見君） きょうは適正規模についての基本的な考え方というお話ですが、あと

はどうでしょうか。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 先ほどから委員様方から活発なご意見をいただいており

ます。どうしてもお話ししている中で、適正規模のお話をしているのですが、それがどうして

も配置のほうにも話が及んでしまいます。小学校の話をしていても、中学校の話になると。や

はり委員長に最初にお話をいただいております学校の適正規模についても、小学校と中学校に

分けて御審議いただいたほうが前に進みやすいのではないかというような考え方があります。

委員長が先ほど２クラス、３クラスというようなお話もあったのですけれども、そういった形

のものでご審議いただけたらありがたいかと思っております。 

○委員長（髙橋直見君） 適正規模を語る上で、分けて考えるのが一番基本的なことですが、さ

っき尾形委員さんがおっしゃったように、今小学校の教科専科制というのがありますね。そう

すると小・中の連携だって踏まえた上での適正規模ということも考えなくてはいけないですよ

ね。切り離せないところが出てきますので、そこはそれなりによいことだと思っております。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） わかりました。 

○委員長（髙橋直見君） １時間半ぐらい過ぎたのですが、きょうはいかがでしょうか。もう少

し考えますか。中休みするとか。きょうは大体こんな感じで。 

  そうしますと、きょうの話を踏まえて、次回以降の審議日程をあとはどう考えていいでしょ

うか。案は出されているのですか。 
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○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 第１回目の会議におきまして、来年の１月の中旬ぐらい

の開催という形のものを案として出させていただいております。その案でよろしければ、１月

の15日から25日ぐらいの間がベストかなと思ってはおります。きょう欠席された門田委員様か

らも言われたのですが、今回17日ぐらい前にはご通知申し上げたつもりだったのですが、もう

少し早目に日程を教えていただければ仕事のシフトを組む前に日程を立てられますとおっしゃ

っておられましたので、できればこの場で次回の日程まで決定させていただけたらありがたい

かと思います。 

○副委員長（木村強一君） いつでもいいのではないか。この日でどうだと提案されれば。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 委員長は、今、手帳を持ってくるということです。 

  前にもお話ししたかもしれませんが、委員長はただいま聖ウルスラ学園で理事をなさってい

ます。月・水・金と出勤日になっております。これまでの審議会の曜日を見ていただければお

わかりだと思いますが、火曜日と木曜日がその勤務から外れている日でございますので、でき

る限り火曜日か木曜日の開催をお願いしています。 

○委員長（髙橋直見君） きょう決められますか。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） もしよければこの場で決めていただければ。 

○委員長（髙橋直見君） 私もできるだけそれに日程を合わせてやります。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） ただいま、委員長不在の際に申し上げましたのですけれ

ども、委員長の都合を皆様方にお伝えしまして、できれば火曜日か木曜日の開催だとありがた

いなというお話をさせていただいております。 

○委員長（髙橋直見君） そうなのですが、多分大丈夫だと思うけれど、どうしようもないこと

が入り込むとご迷惑かけるなという思いがあるので。多分大丈夫でしょう、９０何％。１月の

いつごろにしますか。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 火曜日か木曜日としますと、15日が火曜日なのですけれ

ども、３連休後の火曜日になりますので、できればその週であれば17日の木曜日、もしくは次

の週であれば22日または24日あたりがいかがでしょうか。 

○委員長（髙橋直見君） 大丈夫です。今のところは入っていない。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 副委員長さんはどうでしょうか。 

○副委員長（木村強一君） 私ですか、いつでもいいです。 

○委員長（髙橋直見君） では、第１案として17日の木曜日。第２案として22日の火曜日という

ことでいかがでしょうか。 
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○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） 時間は午後から、きょうと同じ時間帯でよろしいでしょ

うか。（「はい」の声あり） 

冬場になりますとやはりいろいろな天気もございますので、午後２時ぐらいから４時くらい

までの審議という形で組ませていただければと思ったのですけれども、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり） 

それでは17日木曜日が第１案、第２案が22日の火曜日ということで、あとはもう一度委員長、

副委員長と日程調整させていただきながら決めたいと思います。 

○委員（曽根昭夫君） 次回は何を審議するのですか。 

○委員長（髙橋直見君） 次回は、このペーパー、ちょっと矢印が入ったペーパーを見てほしい

のですが、きょうは第１をベースとして進めたつもりなのですが、次回からは少し具体的な適

正配置のあり方、例えば学区、学校再編、方法とか、少し具体の話になって地図を眺めながら

場合によってはお話し合いをするとかですね、そういうことが出てくるかと思いますが。適正

規模の話を踏まえた上での。 

○委員（曽根昭夫君） よろしいですか、一言だけ。こちらからお願いして、事務局からそうい

うふうなことで聞いたのですけれども、そうなれば地図を見てと申し上げていたので、現状は

バスを使用して通学しているのですよ、隣の子どももそうなのですが、さまざまな方向でいろ

んな距離がある、距離というのは時間の絡みがある、時間ということですけれども、その実態

を数表にあらわしていただきたい。それをぜひ、それが１つ。 

  それから、時間と本数も１回でやっているのかわかりませんけれども、その辺もあらわして

もらいますが、そのときに子どもたちというのか、父兄というのか、「これじゃまずいよ」と

かいろいろな課題があるのかないのか、言っていることわかりますか。この時間帯ならだめだ

とか何かそういうような、不平不満があるのかないのか、その辺をきちんとあらわしてほしい

のです。それを是とするならば、それを踏まえた上で私は意見交換に入りたいと思います。し

っかりしたデータがないとできませんので、よろしくお願いします。私からは以上です。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） わかりました。曽根委員様からお話しになりましたけれ

ども、また今のことをもう一度私のほうから「こういった形のものですか」ということでお聞

きする部分もあるとは思いますので、その際にはよろしくお願いします。 

○委員（曽根昭夫君） 電話でもあれば、電話でも結構です。うちはファックスないので。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） はい、よろしくお願いします。 

○委員（曽根昭夫君） 時間があるので、一度来ます、こちらに。事務局に来ますから。 
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そこでいろいろお話しをして。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） わかりました。 

○委員長（髙橋直見君） あとはよろしいですか。では審議の部分を閉めさせていただきます。 

  本日は、どうもありがとうございました。 

○教育総務課長補佐（寒河江克哉君） それでは、長い時間御審議ありがとうございました。た

だいま委員長から閉会の言葉がありましたので、これで閉めさせていただきます。 

本日はまことにありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。 

      

午後３時４０分 閉会 
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